岐阜県地域防災クラブ活動支援事業費補助金交付要綱実施細目
１　総 則

この細目は、岐阜県地域防災クラブ活動支援事業費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）の実施について定める。
２　地域クラブ活動
　　要綱第１条の「地域クラブ活動」とは、小中高校生が主体となって防災を楽しく学び、学んだ知識を活用した防災啓発や防災イベントなどを実施する、地域と連携したクラブ活動とする。
３　補助事業者
要綱第１条の法人については、営利法人、非営利法人、公法人を問わない。また、任意団体については、規約等を有する団体に限る。

４　補助事業等
　　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の期間は、交付決定日
　から当該年度の２月末日までとする。
５　補助金の交付手続
（１）補助金の交付申請は、要綱第４条の規定により行う。
（２）要綱第４条第２項の交付申請書（要綱別記第１号様式）に添付する書類は、以下のとおり。
①事業実施計画書（活動支援用又は設立支援用）（別紙様式１）
②収支予算書（別紙様式２）
③積算金額の根拠書類（見積書、価格表等）
④事業内容を補足する資料（企画書、仕様、図面等）
⑤団体規約（任意団体の場合に限る。）
（３）補助事業者（市町村を除く。）は、連携して事業を実施する市町村防災担当部局を経由して、県に交付申請書を提出するものとする。また、市町村長は、交付申請書と併せて副申書（別紙様式３）を、知事に提出するものとする。
　（４）知事は、補助金交付申請書の提出があったときは、当該補助金交付申請書の内容を審査し、補助金の交付の目的が達成できることを確認するとともに、副申書を踏まえ、補助の対象団体及び補助額を決定する。
　（５）前項の規定に基づき補助の対象を決定した場合は、補助事業者に補助金交付決定通知書（別紙様式４）によりその内容を通知する。

　
６　補助事業の表示等

（１）補助事業者は、当該補助金を受けて普及啓発活動等を実施した旨をポスター、チラシ、パンフレット、広報誌等に表示するものとする。
（２）表示に要する経費は、補助対象経費とする。

７　実績報告
（１）補助金の実績報告は、要綱第９条の規定により行う。
（２）要綱第９条第２項の実績報告書（要綱別記第７号様式）に添付する書類は、以下　　のとおり。
①事業実施状況（別紙様式５）
②収支決算書（別紙様式６）及び経費支出管理表（別紙様式６別添）
③事業の実施状況を確認できる書類（事業の成果物（広報物、報告書）等）
④会計帳簿等の写し
⑤支出に係る請求書及び領収書の写し等
　（３）要綱第９条第３項の知事が別に定める提出期限は、当該年度の２月末日までとする。

８　補助金の額の確定

知事は、実績報告書の提出があったときは、補助事業の完了に伴う補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付けた条件に適合するものであるかどうかを補助金等履行確認調書（要綱別記第８号様式）により調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に別紙様式７により通知する。
９　補助金の交付時期等

（１）補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、知事に補助金交付請求書（要綱別記第９号様式）を提出しなければならない｡

（２）補助事業者は、既に概算払により交付された補助金の額が確定した交付すべき補助金の額を超える場合にあっては、その超える補助金の額について知事に返還しなければならない。

附　則
この細目は、令和８年度分の予算に係る補助金から適用する。
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